
確認しよう のの災害対策災害対策自宅自宅

問合せ 経営支援課融資係　☎内線４６７

対
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次のすべてを満たす中小企業者
● 区内に住所または事業所（本社登
記）がある
● 区内で引き続き１年以上同一事業を
営んでいる　※創業支援融資は除く
● 申込日までに各種税金を完納している
● 東京信用保証協会の保証対象業種で
ある
● 許認可等を要する事業は、その許認
可を得ている

　区では、区内中小企業者を支援するため
に、低金利な融資をあっせんしています。
金融機関や東京信用保証協会が審査・融資
し、区が金利の一部や信用保証料の全額ま
たは一部を補助します。

主な中小企業融資制度の種類
融資名 融資限度額 本人負担金利 資金使途

普通融資
運転資金 2000万円

1.4%
運転

設備資金 2500万円 設備
小規模企業資金 2000万円 0.6% 運転・設備・併用

特別融資

創業支援
1500万円

0.5%

運転・設備・併用
設備改善 設備（一部運転適用）
事業承継支援 運転・設備・併用
季節資金 500万円

運転
経営基盤強化 2000万円

0.6%
小規模企業特別支援 500万円 運転・設備・併用
環境推進対策 1500万円 設備（一部運転適用）
経営改善借換 3000万円 運転（借換）

区の中小企業融資制度のご活用を

　区内は、木造住宅が密集する地域が多く、１軒の出火
が大規模な火災につながる恐れがあります。区では、
古い建物の解体・建て替え費用の助成や、停電から電
気が復旧したときに発生する「通電火災」を防ぐ器具
の設置工事・購入費用の助成を行っています。対象・
申込方法等の詳細は、事前にお問い合わせください。

火 災を防ぎましょう

問合せ 住まい街づくり課防災街づくり係
☎内線２８２７

●建物解体費用の助成
　地震により倒壊する恐れがある古い空き家や不燃
化特区内の古い建物を解体する場合の費用を助成し
ます。

●建物建て替え費用の助成
　不燃化特区内または整備地域内で、木造の古い建
物を燃えにくい建物に建て替える場合の費用を助成
します。

▲ 簡易型感震ブレーカーの例

補助率
購入費の半額（限度額5000円）
※ 特例世帯（左記事）は購入費の全額（限度額
１万円）

■器具購入費

補助率
工事費の半額（限度額６万円）
※ 特例世帯（左記事）は工事費の５／６（限度
額10万円）

■設置工事費

● 感震ブレーカーの設置工事・購入費用の
助成
　強い揺れを感知した際
に自動的にブレーカーを
落とす「感震ブレーカー」
の設置工事・購入費用を
助成します。
※ 工事または購入、１世帯
どちらか１回のみ

　首都直下地震の被害想定では、建物の倒壊と家具類の転倒・落下・移動による負傷が、
全体の負傷者の約９割を占めています。区では、建物の耐震診断費用の助成や、家具類の
転倒・落下・移動防止器具の設置工事・購入費用の助成を行っています。対象・申込方法
等の詳細は、事前にお問い合わせください。

自 宅の安全を確保しましょう

問合せ 住まい街づくり課住宅係　☎内線２８２６

補助率

▶木造の戸建住宅等…………………………診断費の全額（限度額30万円）
▶木造の賃貸アパート………………………診断費の全額（限度額50万円）
▶非木造の戸建住宅等………………………診断費の２／３（限度額15万円）
▶非木造の戸建住宅等（貸家）……………診断費の半額（限度額15万円）
▶非木造の分譲マンション…………………診断費の２／３（限度額400万円）
▶非木造の賃貸マンション…………………診断費の半額（限度額200万円）

　昭和56年５月31日以前に建築された建物について耐震診断を受ける場合の費用を助
成します。

●耐震診断費用の助成

　耐震診断の結果、耐震補強工事が必要になった場合、設計費用・工事費用の一部
を助成します。また、建て替えや除却に対する助成を受けられる場合もあります。

　特例世帯は、次のいずれかに該当する世帯が対象です。
▶世帯全員が65歳以上　▶世帯全員が特別区民税・都民税非課税
▶ 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方または要介護４
以上の認定を受けている方がいる

●家具類の転倒・落下・移動防止器具の設置工事・購入費用の助成
　たんすや本棚の転倒等を防ぐための器具の設置工事・購入
費用を助成します。　※工事または購入、１世帯どちらか１回のみ

補助率 工事費の半額（限度額１万円）
※ 特例世帯（下記）は工事費の全額（限度額２万円）

■設置工事費

補助率 購入費の半額（限度額5000円）
※ 特例世帯（下記）は購入費の全額（限度額１万円）

■器具購入費
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指定があるもの以外は防災課防災事業係　☎内線４１８問合せ
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　日ごろから準備しておき、避難するときは持参しましょう。
□ 貴重品（現金、通帳等）　□ 水・食料（飲料水、非常食等）
□ 日用品（マスク、ティッシュ等）
□ 医療品（常備薬等）
□ その他（衣類・ラジオ・懐中電灯・モバイルバッテリー等）

非常持ち出し品も準備しましょう

避 難の流れを確認しましょう

❶ 揺れが収まったら家族の安否や火災の状況を確認
　家族等の安否や地域での火災の状況、自宅の破損状況を確
認しましょう。火災の危険がなく、自宅で生活できる場合
は、在宅避難をしましょう。

❷ 火災の危険がある場合は安全な場所へ
　火災の危険がある場合は、一

い っ と き

時集合場所に避難し、地域の
方と状況を把握しましょう。火災が延焼する危険がある場合
は、広域避難場所に避難しましょう。

❸ 自宅で生活できない場合は避難所へ
　避難所は、避難した方々が一定期間共同生活を行う施設で
す。自宅の倒壊や火災の延焼によって自宅で生活できない場
合は、避難所に避難しましょう。

　区では、世帯の安否状況を伝えることができる「災
害時安否確認シール」と、避難状況を伝えることがで
きる「避難者カード」を配布しています。「災害時安
否確認シール」は揺れが収まったら自宅の玄関に貼付
し、「避難者カード」は避難所に持参してください。
配布場所 区役所３階防災課、各区民事務所

▲避難者カード▲災害時安否確認シール

災害時安否確認シール・
避難者カードをご利用ください

　電気・水道等のライフラインや物資の供給が止まってしまった場合に備えて、
生活に必要なものを「家族の人数×７日分（最低３日分）」備蓄しましょう。
　なお、乳幼児・妊産婦・高齢者等がいる家庭は、できるだけ普段どおりの生活
ができるよう、それぞれに必要な備蓄をしましょう。

備 蓄しましょう

各家庭で必要な備蓄の種類等を
ホームぺージで調べることができます

　東京備蓄ナビ（右の二次元コード）で、家族構成等を入力する
と、各家庭に必要な備蓄の種類や数量を調べることができます。
ほhttps://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/

□ 飲料水（大人１人１日あたり３ℓ）
□ レトルト米・缶詰等（大人１人１日あたり３食分）
□ 携帯トイレ（大人１人１日あたり５回分）
□ 生活用品（薬・乾電池・ビニール袋・ライター・生理用品・おむつ等）

　選挙管理委員会では、
明るい選挙の啓発事業の
一環として、啓発機関誌
「えらぼうと」を発行し
ています。区内の各公共
施設のほか、荒川区ホ
ームページ
（右の二次
元コード）
でも閲覧で
きます。

えらぼうとえらぼうと
選挙啓発機関誌

選挙管理委員会事務局　☎内線３４１１選挙管理委員会事務局　☎内線３４１１問合せ

政治家の寄附は禁止されていますルールルールをを守って守って明るい明るい 選 挙
　政治家が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。

有権者の政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止有権者の政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、罰則の対象
となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威圧して求めると
罰則の対象となります。

政治家への案内状には会費の明示を政治家への案内状には会費の明示を
　実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、必ず会費を明示してください。

禁止されている主な寄附禁止されている主な寄附
▶卒業祝い・入学祝い
▶町内会の催し物への寸志・飲食物の差し入れ
▶本人が出席しない結婚祝い・香典　▶葬式の花輪・供花
▶落成式･開店祝いの花輪　▶病気見舞い
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　処理施設等が被害を受けた場合、ごみ収集・資源回収を休止することがあ
ります。休止期間にごみ・資源を集積所等に出すと、緊急車両の通行の妨げ
になるので、再開まで各家庭での保管をお願いします。
※再開日等は、各集積所の標示板等でお知らせします

ごみ収集・資源回収を休止する場合があります

　使用済みの携帯トイレやおむつは、感染症の原因になる恐れがあります。
ほかのごみと別の袋にまとめ、袋の口を結んで出してください。

携帯トイレ等はほかのごみと分けましょう

地震後の 資 回源 収ご 収み 集・
確認しよう

問合せ 清掃リサイクル推進課管理計画係　☎内線４７０

　区では地震後、学校等の避難所を最大37か所開設します。
地震後の避難生活は、住み慣れた自宅にとどまる「在宅避難」
が原則ですが、自宅にとどまることができない場合は、区が開
設する避難所をご利用ください。

水

非常持出袋
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